
い
ず
れ
に
し
て
も
建
て
替
え
用
地
の

確
保
が
課
題
と
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

松
澤 
公
一
議
員

質
問　

東
秩
父
村
に
流
れ
る
槻
川
の

源
と
、
こ
の
東
秩
父
村
の
素
晴
ら
し

い
自
然
を
守
る
た
め
に

（
内
容
）
中
国
経
済
の
資
金
で
国
内

の
水
源
地
が
買
収
さ
れ
、
す
で
に
北

海
道
を
は
じ
め
５
道
県
で
広
大
な
森

林
が
取
得
さ
れ
て
い
ま
す
。
埼
玉
県

で
は
、
こ
の
問
題
に
対
抗
す
る
た
め

に
事
前
届
出
制
を
柱
と
す
る
水
源
地

域
保
全
条
例
案
を
県
議
会
に
提
出
し

た
と
の
こ
と
で
す
。

　

埼
玉
県
の
土
地
取
引
事
前
届
出
制

の
内
容
に
つ
い
て

答
弁　

水
源
地
域
を
含
む
土
地
取
引

に
つ
い
て
、
契
約
締
結
以
前
に
、
県

に
対
し
届
出
を
行
う
も
の
で
、
届
出

の
対
象
と
な
る
行
為
は
、
対
象
地
域

内
お
け
る
土
地
の
所
有
権
、
地
上
権
、

賃
借
権
を
移
転
す
る
契
約
行
為
と
な

り
、
主
に
売
買
契
約
が
対
象
と
な
る

と
の
想
定
で
す
。
対
象
地
は
、
地
目

が
山
林
、
原
野
、
保
安
林
で
、
か
つ

現
況
が
森
林
の
土
地
と
な
り
ま
す
。

対
象
地
域
の
指
定
は
、
山
間
部
の
水

源
涵
養
機
能
を
有
す
る
森
林
地
域
を

大
字
単
位
で
指
定
さ
れ
、
当
村
に
お

い
て
は
、
全
域
が
届
出
の
対
象
地
域

と
な
り
ま
す
。

　

土
地
取
引
の
東
秩
父
村
自
体
の
対

応
と
対
策
に
つ
い
て

答
弁　

契
約
自
由
の
原
則
の
観
点
か

ら
、
山
林
に
係
る
土
地
取
引
に
関
し
、

何
ら
か
の
規
制
を
設
け
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
条

例
の
届
出
対
象
地
域
を
全
地
域
と
す

る
こ
と
に
よ
り
、
外
国
資
本
等
へ
の

牽
制
、
抑
止
力
と
な
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
ま
す
。
本
条
例
に
つ
い
て
は
、

村
の
広
報
等
に
よ
り
広
く
村
民
に
そ

の
趣
旨
を
周
知
い
た
し
ま
す
。

質
問　

も
し
も
こ
の
日
本
が
財
政
金

融
危
機
に
陥
っ
た
場
合

　

食
料
危
機
に
陥
っ
た
場
合
、
村
で

は
ど
の
様
な
対
策
を
考
え
て
い
る
か
。

答
弁　

食
料
危
機
は
村
だ
け
の
問
題

で
は
な
く
、
国
の
政
策
で
あ
り
国
全

体
の
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

村
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
現
在
多
く

見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
遊
休

農
地
を
活
用
し
、
自
給
自
足
が
出
来

る
よ
う
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

村
の
所
有
地
で
あ
る
東
秩
父
村
和

紙
の
里
ゴ
ル
フ
場
跡
地
を
、
農
地
用

に
開
放
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
。

答
弁　

現
在
村
が
所
有
し
て
い
る
面

積
は
32
・
３
ha
で
、
そ
の
内
粗
造
成

さ
れ
て
い
る
の
が
10
ha
程
度
で
す
。

そ
の
中
に
は
民
有
地
が
混
在
し
て
お

り
、
境
界
は
不
明
で
す
。
こ
の
土
地

を
農
地
と
し
て
活
用
で
き
る
よ
う
に

す
る
に
は
、
ア
ク
セ
ス
道
路
の
整
備

や
耕
作
地
内
の
作
業
道
も
整
備
が
必

要
と
考
え
ら
れ
、
莫
大
な
費
用
が
か

か
り
ま
す
。
村
内
に
は
遊
休
農
地
が

か
な
り
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
よ
う

な
農
地
を
借
り
て
耕
作
で
き
れ
ば
、

農
地
改
良
の
費
用
も
少
な
く
済
み
、

遊
休
農
地
の
解
消
に
も
つ
な
が
る
と

思
わ
れ
ま
す
。

　東秩父村住民基本台帳の一部の写しの

閲覧に関する事務取扱要綱第１４条第１

項第１号および第２号の規定により公表

いたします。

・請求機関の名称：防衛省

・請求事由の概要：自衛官等の募集および採

　用（根拠法令：自衛隊法第２９条１項、同

　第３５条）

・閲覧年月日：平成２３年１２月６日

・閲覧に係る住民の範囲：平成２年４月２日

　から平成３年４月１日までの間に生まれた

　男子

・閲覧年月日：平成２４年２月２８日

・閲覧に係る住民の範囲：　

　平成９年４月２日から平成１０年４月１日

　までの間に生まれた男子

　平成６年４月２日から平成７年４月１日ま

　での間に生まれた男女

・申出者の氏名：社団法人 中央調査社 会長

　中田正博

・利用目的の概要：「地域の絆と健康に関す

　る調査」実施のための対象者抽出

・閲覧年月日：平成２４年３月６日

・閲覧に係る住民の範囲:各大字の満４０歳以

　上７９歳以下の男女（抽出人数６０名）

地域計画策定説明会を開催します
　行政が主導する一律のまちづくりから、地域の歴史、特性、文化等

を活かし、地域課題を踏まえたまちづくりを進めるために、地域の皆

さまと行政が協働して地域計画の策定を推進します。

　つきましては、説明会を開催しますので、皆さまのご参加をお願い

いたします。

　地域計画とは、自分たちが住む地域の将来像や課題、地域をどうした

いかを住民自らが考えて、その課題の解決方法や将来像を実現する方

法などをまとめたものです。住民と行政が知恵を出し合い、それぞれ

の役割や責任を確認する中で、住民と行政が協働で計画を実現します。

日　時  ４月２２日（日） 午後３時から

場　所  コミュニティセンター「やまなみ」 大ホール

問合せ  総務課 　８２－１２５４

　　　 ＝日本に在留する外国人の皆さんへ＝

外国人の住民基本台帳制度７月から始まります
　平成２４年７月から住民基本台帳の一部が改正され、中長期在留外国

人や特別永住者にも住民票が作られることになります。これにより現行

の外国人登録制度は廃止されます。

　詳しくは、総務省のホームページでご確認ください。

新制度の主な内容

○日本人と外国人住民が世帯ごとに編成され、全員が記載された住民

　票の写しなどが発行できます。

○転出時には村で「転出証明書」を受け取り、他の市区町村で転入の

　手続きが必要です。

○在留資格や在留期間の変更の際、地方入国管理局と市町村に必要だ

　った届出が、地方入国管理局のみの届出で済むようになります。

※新制度の移行に伴い、確認のため５月中旬に仮住民票記載事項通知
　を郵送する予定です。

問合せ　住民福祉課 　８２－１２２１

住民基本台帳の
閲覧が行われました


